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諮問庁：広島県知事（社会援護課） 

                       諮問日：令和６年５月29日 

（令和６年度諮問第２号） 

答申日：令和７年11月７日 

 （令和７年度答申第５号） 

 

 

答申内容 

 

第１ 広島県行政不服審査会（以下「審査会」という。）の結論 

令和４年３月18日付けで審査請求人から提起のあった、Ａ市福祉事務所長（以下

「処分庁」という。）が審査請求人に対して行った生活保護法（昭和25年法律第144号。

以下「法」という。）第63条に基づく保護費の返還決定処分（以下「本件処分」とい

う。）に対する審査請求（以下「本件審査請求」という。）は棄却されるべきであると

する審査庁（広島県知事（社会援護課））の判断は、妥当である。 

第２ 審査関係人の主張の要旨 

 １ 審査請求人の主張の要旨 

令和６年５月10日付け４審理第172号で審査庁に提出された審理員意見書（以下

「審理員意見書」という。）３⑴に記載のとおりである。 

 ２ 審査庁の主張の要旨 

令和６年５月29日付け諮問説明書 

 ⑴ 審査庁の考え 

本件審査請求を棄却すべきと考える。 

⑵ 考え方の理由 

   ア 認定事実 

審理員意見書４に記載のとおりである。 

イ 判断 

審理員意見書６に記載のとおりである。 

ウ 結論 

前記ア及びイのとおりであるので、審査請求人の本件審査請求には理由がなく、

棄却されるべきと考える。 

第３ 審理員意見書の要旨 

１ 本件処分が違法又は不当であるかについて 

⑴ 基本的事項 

    法第63条は、「要保護者に利用しうる資産等の資力があるにかかわらず、保護の



 

 

必要が急迫しているため、その資力を現実に活用することができない等の理由で同条

（審査会注：法第４条を指す。）３項により保護を受けた保護受給者がその資力を現

実に活用することができる状態になつた場合の費用返還義務を定めたものである」

（最高裁判所昭和42年（オ）第1245号同46年６月29日第三小法廷判決）と解されてい

る。 

本件処分は、審査請求人の前夫より支払われ、若しくは審査請求人の前夫の勤務先

より取り立てた婚姻費用分担金の預り金から弁護士報酬等を精算した後の残金（ａ円）

を弁護士から受け取った（以下「本件入金」という。）ことにより、審査請求人がそ

の資力を現実に活用することができる状態になったとして、処分庁が、法第63条に基

づき返還すべき額を決定したものである。 

 ⑵ 本件入金について 

  ア 資力の発生時点について 

    別冊問答集（審査会注：厚生労働省から「生活保護問答集について」（平成21年

３月31日厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡）が示されており、これを基に

した生活保護担当職員用の手引書として、別冊問答集が出されている。）問13－６

の答⑹によると、「離婚、婚約不履行等に伴う慰謝料の支払いがあった場合、法第

63条に基づく返還額決定の対象となる資力の発生は、調停、審判、訴訟等の結果、

慰謝料請求権自体が客観的に確実性を有するに至った時点でとらえる必要がある。

したがって、保護開始時において調停、審判、訴訟等が継続中の場合は、慰謝料請

求権が確定した時点から資力が発生することとなるため、その時点以降収入認定を

すれば足りることになる。」とされている。 

    本件入金は、審査請求人の前夫から審査請求人に対して、婚姻費用として支払わ

れたものであるところ、処分庁は、審査請求人が本件入金を資力として保有を開始

した時期について、別冊問答集問13－６の答⑹を根拠として、婚姻費用の請求権が

客観的に確実性を有するのは調停成立日であることから、婚姻費用の資力発生日を

調停成立日(審理員注:令和２年11月９日)と認めたものとしている（令和５年５月

22日付け処分庁回答書６⑵）。 

    審査請求人と審査請求人の前夫との間の婚姻費用の分担については、令和２年11

月９日に成立した調停（以下「本件調停」という。）により、審査請求人の審査請

求人の前夫に対する婚姻費用の請求権が客観的に確実性を有するに至ったと認めら

れる。 

    したがって、本件入金について、審査請求人が資力として保有を開始した時点、

すなわち資力が発生した時点を、本件調停が成立した令和２年11月９日とした処分

庁の判断は、妥当であったと認められる。 

  イ 本件入金の資力の認定について 

    本件処分に係る保護決定調書５(法第63条返還額の決定)によると、処分庁は、



 

 

「収入金額」及び「資力認定額」をいずれもａ円としている。 

    この金額(ａ円)は、預り金明細票の「合計」欄の最下段の金額、すなわち、当該

明細票の「入金」欄記載の婚姻費用の合計額ｂ円から「出金」欄記載の法テラス償

還金、印紙税及び弁護士報酬の合計額ｃ円を控除した金額であると認められる。ま

た、このことからすると、処分庁は、法テラス償還金、印紙税及び弁護士報酬の合

計額ｃ円の全額を婚姻費用の合計額ｂ円を得るための必要経費と認定していること

が認められる。 

    収入を得るための費用は必要経費として認められており(生活保護法による保護

の実施要領について（昭和36年４月１日厚生省発社第123号厚生事務次官通知。以

下「次官通知」という。）第８の３⑵イ(ｳ))、本件処分において、法テラス償還金、

印紙代及び弁護士報酬について、婚姻費用を得るための必要経費と認めること自体

は妥当であるから、処分庁が、収入金額を資力認定額と同額(ａ円)としたことは誤

りであり、収入金額は、処分庁が認定した必要経費ｃ円を控除する前のｂ円が正し

い。 

    また、次の事項からすると、処分庁が必要経費と認めた、法テラス償還金、印紙

税及び弁護士報酬の合計額ｃ円には、婚姻費用を得るための経費以外の経費、具体

的には離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得るための経費(印紙代ｄ円及び弁

護士報酬ｅ円)が含まれていると認めざるを得ない。 

    預り金明細票の「出金」欄に計上されている印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円は、

いずれも本件審査請求に係る令和３年11月30日付け婚費分担請求(調停)の終結決

定書ではなく、別の手続である同日付け離婚等請求(本訴)に係る終結決定書の

「■被援助者直接支払金」欄に記載されている報酬金ｅ円及び印紙代ｄ円と同額

である。 

    そして、当該離婚等請求(本訴)に係る終結決定書の「■その他決定事項」欄に

は、「申立の手数料(印紙代)ｄ円を被援助者負担とし、上記報酬金(ｅ円)とあわ

せて受任者は預り金より受領する。」こととされている。 

    一方、預り金明細票の令和３年12月10日付けの欄には、印紙代ｄ円、弁護士報

酬ｅ円のそれぞれについて、R2.11.30付法テラス決定書に基づき振替を行った旨

が記載されているところ、この内容は前記 の内容と整合している。なお、「Ｒ

2.11.30付」との日付は単純ミスであり、正しくは「Ｒ3.11.30付」であると推認

される。 

     よって、婚姻費用を得るための必要経費は、処分庁が認定したｃ円は妥当では

なく、ｆ円(ｃ円-印紙代ｄ円-弁護士報酬ｅ円)であったと認められる。 

     以上のことから、審査請求人が保有を開始した資力として認定される額は、処

分庁が認定したａ円は妥当ではなく、ｇ円(ｂ円-ｆ円)であったと認められる。 

⑶ 保護に要した費用について 



 

 

  ア 本件処分においては、令和２年11月１日から令和４年２月28日までの期間が「資

力があるにも関わらず保護を受けた期間」であるとして、令和２年11月１日から令

和３年５月31日までの医療扶助を除く「保護に要した費用」がｈ円であるとされて

いる。 

    処分庁は、令和２年11月１日を始期としている理由について、支弁額が本件入金

額で明らかに足ることから、本件処分における決定金額に影響がないものと判断し、

支弁額計算を省略して取り扱ったものである」と説明しているが、当該説明は、独

自の見解というほかなく、本件処分における資力発生日は、前記⑵アのとおり、本

件調停が成立した令和２年11月９日であることから、「資力があるにも関わらず保

護を受けた期間」及び「保護に要した費用」の返還対象期間の始期は、いずれも令

和２年11月１日ではなく、令和２年11月９日が正しい。 

  イ また、このことからすると、令和２年11月分として審査請求人に支給する生活扶

助費及び住宅扶助費については日割計算すべきかどうかが問題となるが、返還金額

内訳によると日割計算はされていない。この理由についても、処分庁は、前記⑶ア

のとおり説明しているが、令和２年11月１日から同月８日までの生活扶助費相当額

や住宅扶助費相当額は、令和２年11月９日以降の期間に係る保護に要した費用に該

当しないことは明らかであり、また、令和２年11月分の生活扶助や住宅扶助につい

て、日割計算せず全額を返還対象とするべき根拠も認められないことからすると、

処分庁が本件処分に当たり、令和２年11月分の生活扶助及び住宅扶助について、日

割計算せず、11月分全額を「保護に要した費用」としたことは、妥当と認めること

はできない。 

    生活扶助及び住宅扶助について、日割計算した後の令和２年11月９日から同月30

日までの保護に要した費用は、生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて

（昭和38年４月１日社保第34号各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生

省社会局保護課長通知。以下「昭和38年課長通知」という。）(問19及び答)の内容

を踏まえて、返還金額内訳に記載されている令和２年11月分の金額を基に計算する

と、生活扶助費ｉ円(ｊ円×22日÷30日)、住宅扶助費ｋ円（ｌ円×22日÷30日）と

なる。 

  ウ また、令和２年11月分から令和３年５月分までの各月の「保護に要した費用」は、

返還金額内訳に記載されている金額と保護費算定書に記載されている金額は一致し

ており、かつ、当該金額について、ケース記録票上、矛盾する記載も見当たらない

ことから、返還金額内訳に記載されている金額のとおりであると認められる。 

  エ 以上のことから、令和２年11月１日から令和４年２月28日までの期間が「資力が

あるにも関わらず保護を受けた期間」であるとして、令和２年11月１日から令和３

年５月31日までの医療扶助を除く「保護に要した費用」がｈ円と記載されているの

は妥当ではなく、「資力があるにも関わらず保護を受けた期間」は令和２年11月９



 

 

日から令和４年２月28日までの期間であり、令和２年11月９日から令和３年５月31

日までの医療扶助を除く「保護に要した費用」はｍ円(ｈ円-(ｊ円-ｉ円)-(ｌ円-ｋ

円))であったことが認められる。 

    なお、この「保護に要した費用」ｍ円は、前記⑵イの資力認定額ｇ円を下回る金

額であるが、「資力があるにも関わらず保護を受けた期間」の終期が令和４年２月

28日であることからすると、医療扶助を除いたとしても、当該終期を迎えるまでの

間に「保護に要した費用」が資力認定額ｇ円を上回ることは明らかな事案であった

と認められる。 

 ⑷ 本件処分における返還額の決定について 

前記⑶エのとおり、令和２年11月９日から令和３年５月31日までの医療扶助を除く

「保護に要した費用」は、ｍ円であり、また、前記⑵イのとおり、資力認定額は、ｇ

円であるから、医療扶助を除く「保護に要した費用」の終期を令和３年５月31日とす

る本件処分における返還決定額は、処分庁が決定したａ円は妥当ではなく、ｍ円であ

ったと認められる。 

なお、前記⑶エのとおり、本件は、医療扶助を除いたとしても、当該終期を迎える

までの間に「保護に要した費用」が資力認定額ｇ円を上回ることは明らかであり、処

分庁が返還決定額をｇ円とすることができる事案であったと認められる。 

 ⑸ 審査請求人の主張について 

   審査請求人は、本件処分について、その他諸々主張しているが、このことが、本件

処分の違法又は不当の判断に影響を及ぼすものとは認められない。 

 ⑹ 以上のとおり、処分庁は、本件処分に係る資力認定に当たり、婚姻費用を得るため

の必要経費について、離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得るための必要経費

(印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円)を計上し、過大に認定した結果、本件処分における

返還額を誤ったものと認められる。 

   しかしながら、一方で処分庁は、「婚姻費用分担金の預り金から「報酬金ｅ円、印

紙代ｄ円」が弁護士により差し引かれて審査請求人に支払われている…」との理由で、

印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円を離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得るための

必要経費としていないことから、婚姻費用及び離婚等請求による損害賠償金(解決金)

を得るための必要経費の合計額に過不足はない。 

   したがって、処分庁は、審査請求人に対して、本件処分により過大に認定した必要

経費相当額(ｎ円(印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円))の保護費の過払いが生じることと

なる一方、離婚等請求による損害賠償金(解決金)について全額を収入認定することに

より、当該過大に認定した必要経費相当額の保護費の未払いが生じるため、これらの

処分を一体的にみると、結果的に、保護費の支払について過不足は生じないことから、

本件処分は、取り消されるべき違法又は不当なものであったとまでは言えないものと

判断する。 



 

 

 ２ 結論 

以上のとおりであるから、本件審査請求には、理由がない。よって、本件審査請求

は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第45条第２項の規定により棄却されるべ

きである。 

第４ 調査審議の経過 

１ 審査庁から審査会へ諮問（令和６年５月 29日） 

 ２ 第１回審議（令和７年９月16日） 

 本件審査請求に係る審議を行った。 

 ３ 第２回審議（令和７年11月７日） 

   答申案を検討し、答申を決議した。 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 法令等の規定 

⑴ 法 

    第２条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保

護（以下「保護」という。）を、無差別平等に受けることができる。 

    第４条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆ

るものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行わ

れる。 

    第８条 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基

とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う

程度において行うものとする。 

    第63条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を

受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、す

みやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機

関の定める額を返還しなければならない。 

  ⑵ 次官通知 

    第８ 収入の認定 

       収入の認定は、次により行なうこと。 

     ３ 認定指針 

      ⑵ 就労に伴う収入以外の収入 

       イ 仕送り、贈与等による収入 

        (ｱ) 他からの仕送り、贈与等による金銭であって社会通念上収入として

認定することを適当としないもののほかは、すべて認定すること。 

        (ｳ) (ｱ)又は(ｲ)の収入を得るために必要な経費としてこれを受領するた

めの交通費等を必要とする場合は、その実際必要額を認定すること。 

  ⑶ 生活保護法による保護の実施要領について（昭和38年４月１日社発第246号厚生



 

 

省社会局長通知。以下「局長通知」という。） 

    第７ 最低生活費の認定 

     ４ 住宅費 

      ⑴ 家賃、間代、地代等 

       イ 月の中途で保護開始、変更、停止又は廃止となった場合であって、日

割計算による家賃、間代、地代等の額を超えて家賃、間代、地代等を必

要とするときは、１か月分の家賃、間代、地代等の基準額の範囲内で必

要な額を認定して差し支えない。 

  ⑷ 昭和38年課長通知 

    第７ 最低生活費の認定 

     問19 最低生活費の認定にあたり、日割計算を行わなければならないときは、

各月の実日数によるべきか。 

     答 30日を分母として日割計算をすることを原則とするが、その月の実日数に

応じて日割計算を行うことが適当である場合には、実日数によること。 

  ⑸ 生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて（平成24年７月23日社

援保発0723第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知） 

   １ 法第63条に基づく費用返還の取扱いについて 

    ⑴ 返還対象額について 

      法第63条に基づく費用返還については、原則、全額を返還対象とすること。 

…… 

  ⑹ 別冊問答集 

    問７－13 最低生活費の日割計算 

    （問）月の途中での保護の開始や保護の変更にあたって、基準生活費その他月額

で示されている最低生活費の認定は、すべて日割計算しなければならないか。 

    （答）実施要領に特別の定めがない限り日割計算により認定すべきである。実施

要領の特別の定めとしては次のようなものがある。 

      ⑴－⑷ （略） 

      ⑸ 住宅扶助費（日割計算による家賃、間代の額を超えて家賃、間代を必要

とするとき） 

    問13－５ 法第63条に基づく返還額の決定 

    （問）災害等による補償金を受領した場合、年金を遡及して受給した場合等にお

ける法第63条に基づく返還額の決定に当たって、その一部又は全部の返還を

免除することは考えられるか。 

    （答） 

      ⑴ 法第63条は、本来、資力はあるが、これが直ちに最低生活のために活用

できない事情にある場合にとりあえず保護を行い、資力が換金されるなど



 

 

最低生活に充当できるようになった段階で既に支給した保護金品との調整

を図ろうとするものである。 

        したがって、原則として当該資力を限度として支給した保護金品の全額

を返還額とすべきである。…… 

    問13－６ 費用返還と資力の発生時点 

    （問）次の場合、法第63条に基づく費用返還請求の対象となる資力の発生時点は

いつと考えるべきか。 

      ⑴－⑸ （略） 

      ⑹ 離婚訴訟等に伴い慰謝料等を受領した場合 

    （答） 

      ⑴－⑸ （略） 

      ⑹ 離婚、婚約不履行等に伴う慰謝料の支払いがあった場合、法第63条に基

づく返還額決定の対象となる資力の発生は、調停、審判、訴訟等の結果、

慰謝料請求権自体が客観的に確実性を有するに至った時点でとらえる必要

がある。 

        したがって、保護開始時において調停、審判、訴訟等が継続中の場合は、

慰謝料請求権が確定した時点から資力が発生することとなるため、その時

点以降収入認定をすれば足りることになる。…… 

  ⑺ Ａ市においては、Ａ市福祉事務所設置条例（平成〇年Ａ市条例第〇号）第〇条の

規定により設置された福祉事務所において、保護の決定、実施等の事務を行うこと

とされている（Ａ市事務組織規則（昭和〇年Ａ市規則第〇号）第〇条）。 

  ⑻ 保護の実施等の事務については、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第９

項第１号に規定する第一号法定受託事務とされている。 

  ⑼ 次官通知、局長通知及び昭和38年課長通知は、地方自治法第245条の９の規定に

基づく法定受託事務に係る処理基準とされている。 

  ⑽ 法第63条に基づく返還額決定処分を行うに当たっては、処分庁は、生活保護法に

よる保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）、次官通知、局長通知及び昭和38年

課長通知を行政手続法（平成５年法律第88号）第12条の処分基準であると位置付け、

公にしている(処分庁の令和５年５月22日付け回答書３⑵⑷）。 

  ⑾ また、厚生労働省からは、「生活保護問答集について」（平成21年３月31日厚生労

働省社会・援護局保護課長事務連絡）が示されており、これを基にした生活保護担

当職員用の手引書として、別冊問答集が出されている。 

⑿ 以上の法令等の規定を前提に、本件処分が違法又は不当であるかについて２以下

で検討する。 

 ２ 理由 

  ⑴ 事実認定 



 

 

    一件記録によれば、次の事実が認められる。 

   ア 令和元年12月23日、審査請求人は、処分庁において、単身世帯として保護の受

給を開始した。 

   イ 令和２年11月９日、審査請求人と審査請求人の前夫との間で審査請求人の前夫

が審査請求人に対し、別居期間中の婚姻費用として、令和２年11月から当事者双

方が同居又は離婚する日の属する月までの間、月額ｏ万円及び令和元年10月から

令和２年10月分までの婚姻費用の未払分としてｐ円を支払うことなどを内容とす

る調停条項（以下「本件調停条項」という。）に合意し、本件調停が成立した。 

   ウ 令和４年２月２日、審査請求人は、本件調停条項の１及び２に基づき、審査請

求人の前夫から支払われ、又は審査請求人の前夫の勤務先から取り立てた婚姻費

用分担金の預り金から弁護士報酬等を精算した後の残金であるａ円を弁護士から

受け取った（本件入金）。 

   エ 令和４年２月３日、審査請求人は処分庁に出向き、本件入金について申告する

とともに、審査請求人の上記弁護士に対する領収書及び同弁護士が作成した審査

請求人に係る預り金明細票（以下、単に「預り金明細票」という。）並びに終結

決定書(日本司法支援センター（法テラス）の決定書を指す。以下同じ。)を提出

し、処分庁はこれを受領した（審査会注：終結決定書により審査請求人の法テラ

スへの立替金等の償還状況を確認することができる。)。 

   オ 令和４年２月16日、処分庁は、本件調停が成立した令和２年11月９日を資力発

生日として、本件入金を資力として認定し、法第63条の規定に基づく返還額をａ

円とする本件処分を行うことを決定し、本件処分通知により審査請求人に通知し

た。 

   カ 審査請求人は、令和４年３月18日付けで本件審査請求を行った。 

⑵ 判断 

   ア 基本的事項 

法第63条は、「要保護者に利用しうる資産等の資力があるにかかわらず、保護

の必要が急迫しているため、その資力を現実に活用することができない等の理由

で同条（審査会注：法第４条を指す。）第３項により保護を受けた保護受給者が

その資力を現実に活用することができる状態になった場合の費用返還義務を定め

たものである」（最高裁判所昭和42年（オ）第1245号同46年６月29日第三小法廷

判決）と解されている。 

本件処分は、審査請求人の前夫から支払われ、又は審査請求人の前夫の勤務先

から取り立てた婚姻費用分担金の預り金から弁護士報酬等を精算した後の残金

（ａ円）を弁護士から受け取ったことにより、審査請求人がその資力を現実に活

用することができる状態になったとして、処分庁が、法第63条に基づき返還すべ

き額を決定したものである。 



 

 

   イ 本件入金について 

     資力の発生時点について 

      別冊問答集問13－６の答⑹によると、「離婚、婚約不履行等に伴う慰謝料の

支払いがあった場合、法第63条に基づく返還額決定の対象となる資力の発生は、

調停、審判、訴訟等の結果、慰謝料請求権自体が客観的に確実性を有するに至

った時点でとらえる必要がある。したがって、保護開始時において調停、審判、

訴訟等が継続中の場合は、慰謝料請求権が確定した時点から資力が発生するこ

ととなるため、その時点以降収入認定をすれば足りることになる。」とされて

いる。 

      本件入金は、審査請求人の前夫から審査請求人に対して、婚姻費用として支

払われたものであるところ、処分庁は、審査請求人が本件入金を資力として保

有を開始した時期について、別冊問答集問13－６の答⑹を根拠として、婚姻費

用の請求権が客観的に確実性を有するのは調停成立日であることから、婚姻費

用の資力発生日を調停成立日(審査会注:令和２年11月９日)と認めたものとし

ている。 

      審査請求人と審査請求人の前夫との間の婚姻費用の分担については、令和２

年11月９日に成立した本件調停により、審査請求人の審査請求人の前夫に対す

る婚姻費用の請求権が客観的に確実性を有するに至ったと認められる。 

      したがって、本件入金について、審査請求人が資力として保有を開始した時

点、すなわち資力が発生した時点を、本件調停が成立した令和２年11月９日と

した処分庁の判断は、妥当であったと認められる。 

     本件入金の資力の認定について 

      本件処分に係る保護決定調書５(法第63条返還額の決定)によると、処分庁は、

「収入金額」及び「資力認定額」をいずれもａ円としている。 

      この金額(ａ円)は、預り金明細票の「合計」欄の最下段の金額、すなわち、

当該明細票の「入金」欄記載の婚姻費用の合計額ｂ円から「出金」欄記載の法

テラス償還金、印紙税及び弁護士報酬の合計額ｃ円を控除した金額であると認

められる。また、このことからすると、処分庁は、法テラス償還金、印紙税及

び弁護士報酬の合計額ｃ円の全額を婚姻費用の合計額ｂ円を得るための必要経

費と認定していることが認められる。 

      この「収入を得るための必要経費」についてはそれに相当する額を「収入」

として認定することとされていることから(次官通知第８の３⑵イ(ｳ))、上記

婚姻費用を得るために必要な経費に相当する額は審査請求人の「収入」に当た

ると解される。そうすると、処分庁が、収入金額を資力認定額と同額(ａ円)と

したことは誤りであり、収入金額は、処分庁が認定した必要経費ｃ円を控除す

る前のｂ円が正しい。 



 

 

      また、次の事項からすると、処分庁が必要経費と認めた、法テラス償還金、

印紙税及び弁護士報酬の合計額ｃ円には、婚姻費用を得るための経費以外の経

費、具体的には離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得るための経費(印紙

代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円)が含まれていると認めざるを得ない。 

ａ 預り金明細票の「出金」欄に計上されている印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ

円は、いずれも本件審査請求に係る令和３年11月30日付け婚費分担請求(調

停)の終結決定書ではなく、別の手続である同日付け離婚等請求(本訴)に係

る終結決定書の「■被援助者直接支払金」欄に記載されている報酬金ｅ円及

び印紙代ｄ円と同額である。 

ｂ そして、当該離婚等請求(本訴)に係る終結決定書の「■その他決定事項」

欄には、「申立の手数料(印紙代)ｄ円を被援助者負担とし、上記報酬金(ｅ

円)とあわせて受任者は預り金より受領する。」こととされている。 

ｃ 一方、預り金明細票の令和３年12月10日付けの欄には、印紙代ｄ円、弁護

士報酬ｅ円のそれぞれについて、R2.11.30付法テラス決定書に基づき振替を

行った旨が記載されているところ、この内容は前記ｂの内容と整合している。

なお、「Ｒ2.11.30付」との日付は単純ミスであり、正しくは「Ｒ3.11.30付」

であると推認される。 

よって、婚姻費用を得るための必要経費は、処分庁が認定したｃ円は妥当

ではなく、ｆ円(ｃ円-印紙代ｄ円-弁護士報酬ｅ円)であったと認められる。 

以上のことから、審査請求人が保有を開始した資力として認定される額は、

処分庁が認定したａ円は妥当ではなく、ｇ円(ｂ円-ｆ円)であったと認めら

れる。 

   ウ 保護に要した費用について 

     本件処分においては、令和２年11月１日から令和４年２月28日までの期間が

「資力があるにも関わらず保護を受けた期間」であるとして、令和２年11月１

日から令和３年５月31日までの医療扶助を除く「保護に要した費用」がｈ円で

あるとされている。 

      処分庁は、令和２年11月１日を始期としている理由について「支弁額が本件

入金額で明らかに足ることから、本件処分における決定金額に影響がないもの

と判断し、支弁額計算を省略して取り扱ったものである」と主張している。 

 しかし、当該主張は、独自の見解というほかなく、本件処分における資力発

生日は、前記イ のとおり、本件調停が成立した令和２年11月９日であること

から、「資力があるにも関わらず保護を受けた期間」及び「保護に要した費用」

の返還対象期間の始期は、いずれも令和２年11月１日ではなく、令和２年11月

９日が正しい。 

     また、このことからすると、令和２年11月分として審査請求人に支給する生



 

 

活扶助費及び住宅扶助費については日割計算すべきかどうかが問題となるが、

保護費の「返還金額内訳」（以下、単に「返還金額内訳」という。）によると日

割計算はされていない。この理由についても、処分庁は、前記ウ のとおり主

張しているが、令和２年11月１日から同月８日までの生活扶助費相当額や住宅

扶助費相当額は、令和２年11月９日以降の期間に係る保護に要した費用に該当

しないことは明らかであり、また、令和２年11月分の生活扶助や住宅扶助につ

いて、日割計算せず全額を返還対象とするべき根拠も認められないことからす

ると、処分庁が本件処分に当たり、令和２年11月分の生活扶助及び住宅扶助に

ついて、日割計算せず、11月分全額を「保護に要した費用」としたことは、妥

当と認めることはできない。 

      生活扶助及び住宅扶助について、日割計算した後の令和２年11月９日から同

月30日までの保護に要した費用は、昭和38年課長通知(問19及び答)の内容を踏

まえて、返還金額内訳に記載されている令和２年11月分の金額を基に計算する

と、生活扶助費ｉ円(ｊ円×22日÷30日)、住宅扶助費ｋ円（ｌ円×22日÷30日）

の計ｕ円となる。 

     また、令和２年11月分から令和３年５月分までの各月の「保護に要した費用」

は、返還金額内訳に記載されている金額と処分庁作成の保護費算定書に記載さ

れている金額は一致しており、かつ、当該金額について、ケース記録票上、矛

盾する記載も見当たらないことから、返還金額内訳に記載されている金額のと

おりであると認められる。 

     以上のことから、本件処分通知について、令和２年11月１日から令和４年２

月28日までの期間が「資力があるにも関わらず保護を受けた期間」であるとし

て、令和２年11月１日から令和３年５月31日までの医療扶助を除く「保護に要

した費用」がｈ円と記載されているのは妥当ではなく、「資力があるにも関わ

らず保護を受けた期間」は令和２年11月９日から令和４年２月28日までの期間

であり、令和２年11月９日から令和３年５月31日までの医療扶助を除く「保護

に要した費用」はｍ円(ｈ円-(ｊ円-ｉ円)-(ｌ円-ｋ円))であったことが認めら

れる。 

なお、この「保護に要した費用」ｍ円は、前記イ の資力認定額ｇ円を下回

る金額であるが、「資力があるにも関わらず保護を受けた期間」の終期が令和

４年２月28日であることからすると、医療扶助を除いたとしても、当該終期を

迎えるまでの間に「保護に要した費用」が資力認定額ｇ円を上回ることは明ら

かな事案であったと認められる。 

   エ 本件処分における返還額の決定について 

前記ウ のとおり、令和２年11月９日から令和３年５月31日までの医療扶助を

除く「保護に要した費用」は、ｍ円であり、また、前記イ のとおり、資力認定



 

 

額は、ｇ円であるから、医療扶助を除く「保護に要した費用」の終期を令和３年

５月31日とする本件処分における返還決定額は、処分庁が決定したａ円は妥当で

はなく、ｍ円であったと認められる。 

なお、前記ウ のとおり、本件は、医療扶助を除いたとしても、当該終期を迎

えるまでの間に「保護に要した費用」が資力認定額ｇ円を上回ることは明らかで

あり、処分庁が返還決定額をｇ円とすることができる事案であったと認められる。 

   オ 審査請求人の主張について 

     本件処分が法第63条に該当するかについて 

審査請求人は、本件処分は法第63条に当てはまらず違法又は不当であると主

張する。 

しかしながら、審査請求人において資力があるにもかかわらず保護を受けた

期間が存することは前記説示のとおりであるから、同人の主張は採用すること

ができない。 

     婚姻費用及び慰謝料と返還額の月額の差について 

審査請求人は、婚姻費用が月額ｑ円であったのに対して、月額ｒ円からｓ円

の返還を求められており、また、慰謝料についても返還額のほうが高いことか

ら、本件処分は違法である旨主張する。 

しかしながら、行政庁は保護費の受給者の「収入」の月額と保護費の月額と

を比較して保護費の返還の可否について判断しなければならないわけではない。 

そうすると、審査請求人の主張は独自の見解に基づくものであって採用する

ことができない。 

     処分庁主張の婚姻費用の額やその余の額について 

審査請求人は婚姻費用について令和元年から月額ｏ円であったとして、処分

庁が主張する金額は事実と相違するとし、また、その余の処分庁が主張する金

額についても事実と相違する旨主張する。 

しかしながら、本件調停では令和元年10月から令和２年４月までの婚姻費用

は月額ｔ円とされており、この点に係る処分庁の主張に誤りはない。また、そ

の余の誤りについては審査請求人は具体的にどの金額のことを指すのか何ら主

張していないところ、審査会が前記で説示した以外に処分庁による金額の誤り

は認められない。 

したがって、前記説示の処分庁の金額誤りを除く限りにおいて審査請求人の

主張は採用することができない。 

   カ 以上のとおり、処分庁は、本件処分に係る資力認定に当たり、婚姻費用を得る

ための必要経費について、離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得るための必

要経費ｎ円(印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円)を計上して過大に認定した結果、本

件処分における返還額を誤ったものと認められる。すなわち、返還額は前記説示



 

 

のとおりｇ円であるところ、処分庁は返還額をａ円として本来の額よりｎ円低く

決定している。 

     もっとも、処分庁は「婚姻費用分担金の預り金から「報酬金ｅ円、印紙代ｄ円」

が弁護士により差し引かれて審査請求人に支払われている」との理由で、ｎ円

（印紙代ｄ円及び弁護士報酬ｅ円）を離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得

るための必要経費としていない。そうすると、審査請求人は、本来であればｎ円

について離婚等請求による損害賠償金(解決金)を得るための必要経費として同額

の返還を免れたところ、ｎ円が必要経費とされなかったために同額を返還するこ

ととなったことが認められる。 

     以上を総合すると、婚姻費用に係る過少の返還額と離婚等請求による損害賠償

金(解決金)に係る過大の返還額が相殺されることになるため、審査請求人の返還

額に過不足は生じない。したがって、本件処分は取り消されるべき違法又は不当

な点が存するとはいえない。 

３ 結論 

以上のとおり、審査請求人の前記主張はいずれも理由がない。 

本件処分には取り消すべき違法又は不当な点は認められず、審理員の審理手続も適

正なものと認められるから、本件審査請求を棄却すべきとした審査庁の判断は妥当で

ある。 

よって第１のとおり答申する。 

 

広島県行政不服審査会第２部会 

                 委 員（部会長） 田  中  聡  子 

                 委 員      井  上  嘉  仁  

                 委 員      保  志  明  子  

 

※ 行政不服審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申の内容を公表するものとさ

れているが（行政不服審査法第 81 条第３項で準用する法第 79 条）、本件答申書には、

審査請求人の個人情報等、一般に公表することが適当でない部分が含まれるため、答申

書そのものではなく、「答申の内容」を公表するものとする。 
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